
 

 

 

 

 

 

 

児童生徒を取り巻く問題に迅速かつ的確に対応するため、教職員および警察官が助言・指導を行う
際に活用できるガイドブックを新たに作製しましたので、お知らせします。 

１ ガイドブック作製の背景と目的 
近年、児童生徒をめぐるトラブルは複雑化しており、いじめ、薬物、ネット・トラブル、性被害、

闇バイトなど多岐にわたります。学校現場と警察が共通理解のもと迅速に対応できるよう、北九州市
学校警察連絡協議会が北九州少年サポートセンターと共同で、最新の事例や対応のポイントを整理し
たガイドブックを作製しました。 

２ ガイドブックの概要 
タイトル：「学ぶっちゃブック 〜法律やルールを知ろう〜」 
主な内容：・児童生徒が巻き込まれやすい犯罪・非行事例 

・薬物・闇バイト・ネット犯罪等の基礎知識 
・性被害防止に関する留意事項 
・保護者が子どもに向き合う際のポイント 
・学校と警察の連携の根拠・フロー 

特  徴：イラストを多く用い（イラストは生成 AI にて作成）、 
視覚的に理解しやすい構成。 
学校や警察でよく取り扱う事案を抽出し、 
教職員・警察官が助言する際の実務に即した内容。 
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３ 活用方法 
北九州市内の学校警察連絡協議会加盟学校（全２５４校）および北九州市内８警察署に配布し、児

童生徒指導、補導活動、保護者相談などの場面で活用します。少年非行の背景や子どもとの関わりに
悩む保護者向けの対応策、犯罪行為に至るいじめ事案が発生した場合において、学校と警察の連携の
根拠なども記載しており、学校と警察が一体となって問題に向き合うための共通資料として運用しま
す。（一般配布の予定はありません） 
４ 学校警察連絡協議会について 
平成 12年 5 月に設立され、児童生徒の非行・被害防止を目的として学校と警察が連携する協議組織

です。地域の課題共有や対策を協議・実践し、いじめ等の事案にも両者が緊密に協力して迅速に対応
し、個別組織のみでは困難な問題に対し、強固な連携体制で取り組んでいます。 
市立・県立・国立・私立の各学校計２５４校、市内８警察署で構成され、県警少年課、北九州少年

サポートセンター、県教育庁、北九州市教育委員会が役員として参加し、活動を行っています。 

【問合せ先】 
教育委員会 生徒指導課 
担当：井野、榎宮、辻  電話：093-582-2369 

子どもを守るために、知っておくべき法律と対応のポイントをまとめた一冊！ 
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